
マイナポイントの期限は来年２月まで！

【お問い合わせ】　町民課  住民年金係　☎098-945-5012
【令和４年７月31日時点】　申請件数：13,534件　　人　　口：35,718人

　お好きなキャッシュレス決済サービスで利用できる「マイナポイント
最大２万円分」をもらうためには、来年２月末までの手続きが必要です。 
　（ポイントの付与方法・付与時期は、決済サービス毎で異なります）
　　カードは申請済みだけど、受け取りに平日・日中のご来庁が難しい方
は、休日・夜間交付窓口（事前予約制）をご利用ください。 
　◎　休日交付窓口　⇒　10／  2  （日）  ９：00～ 13：00 
　◎　夜間交付窓口　⇒　10／ 11（火）17：30～ 19：30 
　　　　　　　　　　　　10／ 13（木）17：30～ 19：30 

　西原町では、乳幼児健診やベビースクールなどの母子保健事業の際のお手伝い等を行ってい
る母子保健推進員を募集します。子育てについて関心のある町民の方、西原町の子ども達のため
に活動してみませんか？現在19名の推進員さんが活躍しています。
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安仁屋 光葉さん

＜母子保健推進員の主な活動内容＞

募集人数：数名程度　
応募資格：子育て中もしくは子育て経験者の方（性別は問いません）
応募方法：応募用紙（こども課にて配布・西原町ホームページにてダウンロード）に
　　　　　記入の上、こども課に提出してください（郵送可）
応募多数の場合は書類選考とします。
応募締切：令和４年11月11日（金）
決定通知：本人に通知いたします

【お問い合わせ】都市整備課　都市計画係  ☎098-945-4496

那覇広域都市計画の変更について
（住民説明会及び原案縦覧・公聴会開催のお知らせ）

※新型コロナウィルスの感染状況によっては、住民説明
会・公聴会が中止となる場合があります。　
　中止となる場合は、ＨＰにてお知らせ致します。

日時：令和4年10月20日（木）
　　　19：00～20：00
場所：さわふじ未来ホール（西原町役場）　

日時：令和4年11月11日（金）19：00～20：00
場所：西原町町民交流センター中ホール
　　 （西原町役場1階）　

期間：令和4年10月24日（月）から令和4年11月7日（月）
　　　午前9時から午後5時まで
　　　※土日祝日と正午から午後1時までを除く
場所：西原町役場　建設部　都市整備課

①用途地域の変更（浦添西原線沿道区域　坂田、那覇北中城線沿道区域　坂田・幸地）
②準防火地域の変更（坂田地区）

祝！！全国制覇
ビーチバレーボール

源河 朝陽さん

げんか あさ  ひ あ   に   や こうよう

　9月13日に第77回国民体育大会「いち
ご一会とちぎ国体」ビーチバレーボール
少年男子の部において、西原高等学校の
　源河朝陽さん・安仁屋光葉さんペアが
日本一に輝きました。
　3年前に行われた茨城国体に続き、西原
高等学校の選手が県勢として２連覇を成
し遂げました。おめでとうございます!!



西原町議会

新しい西原町議会議員をよろしくお願いします！新しい西原町議会議員をよろしくお願いします！
　任期満了に伴う西原町議会議員選挙が9月11日に行われ、19名の議員が決定しました。投票
率は61.99%です。新しい議員の任期は、令和４年9月28日から令和8年9月27日です。
　議会は町長から提案された予算や条例、決算などが町民のために本当に必要なことか、町民の要望
が調整に組み込まれているかを調査、審査し決定します。また、町の事務が適正に行われているかど
うかチェックをしたり、執行当局(町長や教育委員会等)に対し意見を述べ、助言を行ったりします。
議会と町長を中心とした執行当局とはまったく対等な立場でお互いを尊重しながら、町政がよりよい
方向に進むよう努めています。

宮里 洋史 【字小橋川】
みやざと  ひろふみ

喜納 昌盛 【字上原】
きな      まさもり

大城 誠一 【字与那城】
おおしろ  せいいち

前里 光信 【字小波津】
まえさと  こうしん

与儀　清 【字津花波】
よ ぎ きよし

伊集　悟 【字津花波】
いじゅ さとる

大田　實 【字小波津】
おおた      みのる

與那嶺 良樹 【字幸地】
よなみね よしき

新川 喜男 【字小那覇】
あらかわ よしお

大城 好弘 【字小波津】
おおしろ  よしひろ

長浜 ひろみ【字我謝】
ながはま

儀間 駿太郎 【字東崎】
ぎま　  しゅんたろう

仲松　勤 【字内間】
なかまつ     つとむ

伊計 裕子 【字小波津】
いけい　 ひろこ

山城 勝貴 【字棚原】
やましろ  かつたか

屋比久  満 【字我謝】
やびく  みつる

大城 純孝 【字兼久】
おおしろ  よしたか

新田 宗信 【字与那城】
あらた   そうしん

9月13日に、当選証書付与式が行われました。
9月定例会より新しい議員の活動がスタートします。

お問い合わせ　西原町議会事務局　☎945-5122

真榮城  哲 【字翁長】
まえしろ てつ

家庭で使った水は、その後どうなるか知っていますか？
使った水をそのまま流してしまうと、悪臭の発生や、川や海の環境が悪くなり、人や生き物の暮
らしに大きな影響を与えてしまいます。
使用後の水をきれいにするために使われているものの1つが浄化槽です。
10月1日の「浄化槽の日」にちなんで、浄化槽に関連する情報をご紹介します。

家庭用の小型浄化槽（単独・合併処理浄化槽）で必要な清掃・点検・検査

【お問い合わせ】　（汲み取り・清掃）環境安全課　☎098-945-5018
　　　　　　　　 （保守点検・法定検査）南部保健所 環境保全班　☎098-889-6846

【お問い合わせ・提出先】　企画財政課 チャレンジプロジェクトチーム　☎098-945-4533

必要なこと

年1回以上の清掃

4か月に1回以上の保守点検

年1回の法定検査

実施機関
西原衛生維持管理社
西原町公共衛生社
（株）オキスイ開発
（有）トップ環境
システム企画（有）
琉球設備工業（株）
（株）エコ・エンジニア工業
（有）沖縄クリーン工業
（公社）沖縄県環境整備協会

電話番号
☎945-3503
☎090-5465-7096
☎945-4010
☎882-8150
☎944-1576
☎945-3613
☎917-1635
☎835-8122
☎835-8833

（家庭用の保守点検業者は、町内に6社あります）
※右記以外の業者については、沖縄県南部保健所
　ホームページをご確認ください。

　浄化槽は、定期的な清掃等が法律で義務付けられています。浄化槽が正常に動かない場合は、水質汚濁
と悪臭の原因となります。
　混雑時はすぐに対応できない場合があります。余裕をもって、計画的な清掃、点検、検査にご協力くだ
さい。年末、年度末は特に集中しますのでご注意ください。

～ 新たな交流・賑わい拠点を作るために、みなさまの声を聞かせてください ～
※「ゆんたく会」は、新たな施設の在り方をみなさまと一緒に考えるための場として、６名１グループで行う
　ワークショップです。

第１回

（日時） 令和4年10月21日(金) 19時00分～21時00分　＜開場・受付 18時30分＞
（会場） 西原町中央公民館　大ホール
（プログラム）
　　　　 中央公民館を新たな交流・賑わいの拠点となる施設として生まれ変わらせるために、
　　　　 みなさまのアイディアをお聞かせください。 

（日時） 令和4年11月18日(金)　
　※第１回の続きを行いますので、できるだけ継続参加をお願いします。

申込方法 右のＱＲコードから「申込用紙」をダウンロードのうえ、役場企画財政課まで
提出してください。
（申込用紙は、企画財政課窓口にも用意してあります） 

令和4年9月30日(金) ～ 令和4年10月14日(金)申込期間

第２回
（予定）

参加方法

事前申込 定員24名
（先着順）

知っていますか？ 浄化槽のこと ～10月１日は「浄化槽の日」です～

広報にしはら No.608 R4.10.13 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

西原町議会

新しい西原町議会議員をよろしくお願いします！新しい西原町議会議員をよろしくお願いします！
　任期満了に伴う西原町議会議員選挙が9月11日に行われ、19名の議員が決定しました。投票
率は61.99%です。新しい議員の任期は、令和４年9月28日から令和8年9月27日です。
　議会は町長から提案された予算や条例、決算などが町民のために本当に必要なことか、町民の要望
が調整に組み込まれているかを調査、審査し決定します。また、町の事務が適正に行われているかど
うかチェックをしたり、執行当局(町長や教育委員会等)に対し意見を述べ、助言を行ったりします。
議会と町長を中心とした執行当局とはまったく対等な立場でお互いを尊重しながら、町政がよりよい
方向に進むよう努めています。

宮里 洋史 【字小橋川】
みやざと  ひろふみ

喜納 昌盛 【字上原】
きな      まさもり

大城 誠一 【字与那城】
おおしろ  せいいち

前里 光信 【字小波津】
まえさと  こうしん

与儀　清 【字津花波】
よ ぎ きよし

伊集　悟 【字津花波】
いじゅ さとる

大田　實 【字小波津】
おおた      みのる

與那嶺 良樹 【字幸地】
よなみね よしき

新川 喜男 【字小那覇】
あらかわ よしお

大城 好弘 【字小波津】
おおしろ  よしひろ

長浜 ひろみ【字我謝】
ながはま

儀間 駿太郎 【字東崎】
ぎま　  しゅんたろう

仲松　勤 【字内間】
なかまつ     つとむ

伊計 裕子 【字小波津】
いけい　 ひろこ

山城 勝貴 【字棚原】
やましろ  かつたか

屋比久  満 【字我謝】
やびく  みつる

大城 純孝 【字兼久】
おおしろ  よしたか

新田 宗信 【字与那城】
あらた   そうしん

9月13日に、当選証書付与式が行われました。
9月定例会より新しい議員の活動がスタートします。

お問い合わせ　西原町議会事務局　☎945-5122

真榮城  哲 【字翁長】
まえしろ てつ

家庭で使った水は、その後どうなるか知っていますか？
使った水をそのまま流してしまうと、悪臭の発生や、川や海の環境が悪くなり、人や生き物の暮
らしに大きな影響を与えてしまいます。
使用後の水をきれいにするために使われているものの1つが浄化槽です。
10月1日の「浄化槽の日」にちなんで、浄化槽に関連する情報をご紹介します。

家庭用の小型浄化槽（単独・合併処理浄化槽）で必要な清掃・点検・検査

【お問い合わせ】　（汲み取り・清掃）環境安全課　☎098-945-5018
　　　　　　　　 （保守点検・法定検査）南部保健所 環境保全班　☎098-889-6846

【お問い合わせ・提出先】　企画財政課 チャレンジプロジェクトチーム　☎098-945-4533

必要なこと

年1回以上の清掃

4か月に1回以上の保守点検

年1回の法定検査

実施機関
西原衛生維持管理社
西原町公共衛生社
（株）オキスイ開発
（有）トップ環境
システム企画（有）
琉球設備工業（株）
（株）エコ・エンジニア工業
（有）沖縄クリーン工業
（公社）沖縄県環境整備協会

電話番号
☎945-3503
☎090-5465-7096
☎945-4010
☎882-8150
☎944-1576
☎945-3613
☎917-1635
☎835-8122
☎835-8833

（家庭用の保守点検業者は、町内に6社あります）
※右記以外の業者については、沖縄県南部保健所
　ホームページをご確認ください。

　浄化槽は、定期的な清掃等が法律で義務付けられています。浄化槽が正常に動かない場合は、水質汚濁
と悪臭の原因となります。
　混雑時はすぐに対応できない場合があります。余裕をもって、計画的な清掃、点検、検査にご協力くだ
さい。年末、年度末は特に集中しますのでご注意ください。

～ 新たな交流・賑わい拠点を作るために、みなさまの声を聞かせてください ～
※「ゆんたく会」は、新たな施設の在り方をみなさまと一緒に考えるための場として、６名１グループで行う
　ワークショップです。

第１回

（日時） 令和4年10月21日(金) 19時00分～21時00分　＜開場・受付 18時30分＞
（会場） 西原町中央公民館　大ホール
（プログラム）
　　　　 中央公民館を新たな交流・賑わいの拠点となる施設として生まれ変わらせるために、
　　　　 みなさまのアイディアをお聞かせください。 

（日時） 令和4年11月18日(金)　
　※第１回の続きを行いますので、できるだけ継続参加をお願いします。

申込方法 右のＱＲコードから「申込用紙」をダウンロードのうえ、役場企画財政課まで
提出してください。
（申込用紙は、企画財政課窓口にも用意してあります） 

令和4年9月30日(金) ～ 令和4年10月14日(金)申込期間

第２回
（予定）

参加方法

事前申込 定員24名
（先着順）

QR

知っていますか？ 浄化槽のこと ～10月１日は「浄化槽の日」です～

広報にしはら No.608 R4.10.1 2マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



医療機関

しらかわ内科

貴クリニック

こころ耳鼻咽喉科

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・現在、集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。

・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
 控えてください。

・ファイザー社製ワクチンで、初回（1・2回目）接種をご希望の方は、玄米クリニッ
 クの月曜日に予約をお入れください。その他の接種は追加接種用となっています。

・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。
・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

ＭＭＭＭ Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

ＦＦＦ

・16～18歳も保護者同伴

・月曜日は1・2回目接種の
　方が対象

ＦＦ

ＦＦＦＦ

ＦＦＦＦ

ＦＦ

Ｆ

ＦＦＦ

ＦＦ

Ｆ

Ｍ Ｍ

いちょう内科あしとみ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎1回目接種日が12歳の方は、右記の個
別接種をご利用ください。ただし、11
歳で1回目接種をされた方は、1回目と
同じ医療機関で、小児用ワクチンの接
種となります。

◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

5歳以上

※下記の内容は9月20日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元
に広報紙が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町
ホームページでご確認ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

　左記の日程で都合が合わない場合、他市町村での
接種をご案内できる場合があります。
　詳しくは、西原町ＨＰまたは西原町新型コロナワ
クチン接種担当までご連絡ください。

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

場　所‥城間医院
日　程‥10月11日（火）
対象者‥１～2回目接種の12歳以上の方
　　　　　　3回目接種の18歳以上の方

ノババックスの接種について

　10月より、オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種を開始します。
それに伴い、接種期間も令和5年3月31日まで延長されました。

対象者：初回（1・2回）接種を完了した12歳以上の方

接種量：ファイザー社　0.3ml／モデルナ社　0.5ml

効　果：従来の新型コロナワクチンを上回る重症化予防効果があることが期待されてい
ます。
　また、短い期間である可能性はありますが、オミクロン株に対する感染予防
効果や発症予防効果も期待されています。

※3回目接種券、4回目接種券をお持ちの方は、お手元にある接種券をお使いください。
※これまで、4回目接種の対象でなかった方は、これから順次発送しますので、接種券が届くま
でお待ちください。
※既に4回目を接種された方は、4回目接種日から5か月経過後に接種を送付いたします。

オミクロン株対応ワクチンの接種が始まります！

小児（5～11歳）接種について
①小児接種に努力義務が適用されました。今一度、接種のご検討をお願いします。
②9月6日より、3回目接種を開始しています。2回目接種日から5か月経過後に接
　種券を発送いたしますので、接種券が届くまでお待ちください。

広報にしはら No.608 R4.10.15 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

医療機関

しらかわ内科

貴クリニック

こころ耳鼻咽喉科

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・現在、集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。

・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
 控えてください。

・ファイザー社製ワクチンで、初回（1・2回目）接種をご希望の方は、玄米クリニッ
 クの月曜日に予約をお入れください。その他の接種は追加接種用となっています。

・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。
・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

※モデルナ社ワクチンを使
用しています。

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）

城間医院

ＭＭＭＭ Ｍ

ＭＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

ＦＦＦ

・16～18歳も保護者同伴

・月曜日は1・2回目接種の
　方が対象

ＦＦ

ＦＦＦＦ

ＦＦＦＦ

ＦＦ

Ｆ

ＦＦＦ

ＦＦ

Ｆ

Ｍ Ｍ

いちょう内科あしとみ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎1回目接種日が12歳の方は、右記の個
別接種をご利用ください。ただし、11
歳で1回目接種をされた方は、1回目と
同じ医療機関で、小児用ワクチンの接
種となります。

◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

5歳以上

※下記の内容は9月20日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元
に広報紙が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原町
ホームページでご確認ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

　左記の日程で都合が合わない場合、他市町村での
接種をご案内できる場合があります。
　詳しくは、西原町ＨＰまたは西原町新型コロナワ
クチン接種担当までご連絡ください。

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

場　所‥城間医院
日　程‥10月11日（火）
対象者‥１～2回目接種の12歳以上の方
　　　　　　3回目接種の18歳以上の方

ノババックスの接種について

　10月より、オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種を開始します。
それに伴い、接種期間も令和5年3月31日まで延長されました。

対象者：初回（1・2回）接種を完了した12歳以上の方

接種量：ファイザー社　0.3ml／モデルナ社　0.5ml

効　果：従来の新型コロナワクチンを上回る重症化予防効果があることが期待されてい
ます。
　また、短い期間である可能性はありますが、オミクロン株に対する感染予防
効果や発症予防効果も期待されています。

※3回目接種券、4回目接種券をお持ちの方は、お手元にある接種券をお使いください。
※これまで、4回目接種の対象でなかった方は、これから順次発送しますので、接種券が届くま
でお待ちください。
※既に4回目を接種された方は、4回目接種日から5か月経過後に接種を送付いたします。

オミクロン株対応ワクチンの接種が始まります！

小児（5～11歳）接種について
①小児接種に努力義務が適用されました。今一度、接種のご検討をお願いします。
②9月6日より、3回目接種を開始しています。2回目接種日から5か月経過後に接
　種券を発送いたしますので、接種券が届くまでお待ちください。

広報にしはら No.608 R4.10.1 4マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

お問い合わせ　健康保険課 保健予防係　☎098-911-9163

「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

お 見 積 り 無 料 ! !

台所・浴室・トイレ
水廻りのリフォーム

《西原町給水工事指定店》

水道管取替え工事

お気軽に
お電話下さい。

ちゅららペイント
～ 真 心 込 め て ～

ちゅらら工房 株式会社

士
築
建
級
二

士
能
技
装
塗
級
一

毎月 先着 5 名様
高圧洗浄
無料
高圧洗浄
無料

日頃の感謝を込めて

をご契約された方
外壁塗装・屋根防水工事

広報にしはら No.608 R4.10.17

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

お問い合わせ　健康保険課 保健予防係　☎098-911-9163
日　　時　令和４年１０月２３日　日曜日
場　　所　ハートライフクリニック（西原町字掛保久288番地）　
受付時間　午前8:30～9：30
自己負担額　（40歳以上）無料　　　　　　　　
持参するもの　保険証一体型受診券
予約申し込み先　西原町役場　健康保険課（電話番号：098-911-9163）　＊予約受付時間8:30～12：00、13：00～17:15

・当日は朝食抜き（前日夕食も２１時までに済ませる）でご来院してください。
・健診（診察もあり）を受けやすい服装（軽装）でご来院ください。
・「特定健診のみ」の実施となります。がん検診の実施はありませんのでご了承ください。
・マスク着用でご来院ください。
・コロナ感染者数の増加など、感染者数の増加など、感染状況により開催「中止」とする場合もございます。予め、ご了承ください。

注意点

４０歳以上国保加入者限定！先着３０名！　ハートライフクリニックで日曜特定健診を実施します！

　毎年、秋から冬にかけては、インフルエンザの流行シーズンです。新型コロナウイルス感染症とインフル
エンザは症状が似ており、予防方法も変わらないので、引き続き、感染症対策の徹底をお願いします。

　インフルエンザに罹った場合、多くの方は1週間程度で回復しますが、中には重症化してしまう
方もいます。インフルエンザワクチンを接種する最も大きな効果として、重症化を予防することが
期待できます。
※インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンは同時接種が可能です。

感染を予防する4つのポイント

お問い合わせ　健康保険課　保健予防係　098-911-9163

　手洗いは手指などについたウイルスを除去するための有効な方法であり、接触感染や飛沫感染などを感染経路と
する感染症の対策の基本です。アルコール製剤による手指消毒も効果があります。

　空気が乾燥すると、のどの防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特にこれから乾燥しやすく
なるので、加湿器などを使って適切な湿度（50～60％）を保つことも効果的です。

　流行時には、特に高齢者、基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は人混みや繁華街への外出を控
えましょう。やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、マスクの着用など感染対策を徹底しましょう。

　インフルエンザは免疫力が弱っていると、感染しやすくなりますし、感染したときに
症状が重くなってしまうおそれがあります。普段から、十分な睡眠とバランスのよい
食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。

マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！ 広報にしはら No.608 R4.10.1 6



　「月桃」歌碑建立実行委員会から西原町へ歌碑の贈呈が行わ
れました。
　崎

さき
原
はら

町長は「歌碑は平和の願いを込め、西原の塔・運玉森・
摩文仁の丘を結ぶ場所として夕陽の広場に建てられた。平和
への思いを多くの人へ伝えていけるよう活用していく」とあ
いさつしました。
　歌碑は、恒久平和を発信し続けることを目指し、坂田自治会
の有志を中心とした実行委員会により建立されました。

　「自転車も　ルールを守る　ドライバー」をスローガンに令
和４年秋の全国交通安全運動出発式が町役場で開催されまし
た。多くの関係団体が参加する中、西原保育園の園児が元気
いっぱいにさわりんダンスを披露し、式を盛り上げました。
　西原町交通安全推進協議会会長の崎

さき
原
はら

町長は「大切な命を
守れるように、浦添警察署をはじめ、地域や関係団体と連携し
て、交通安全運動に取り組みます」とあいさつしました。
　安全運転を心がけて、交通事故０

ゼロ
を目指しましょう！

「月桃」　歌碑　贈呈式 秋の全国交通安全運動出発式9月21日水 9月15日木
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ぶ
り

に
開
催
す
る
予
定
で
す
。
こ
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が
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久
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ぶ
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催
！

地域散策事業 [ 呉屋区 ]
( 令和３年度開催 )

歴史の道を歩く事業

広報にしはら No.608 R4.10.19
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「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

　西原中学校3年生へお金に関する知識や心構えを身につけ
ることを目的に、ＳＭＢCコンシューマーファイナンス株式会
社の高

たか
橋
はし

亮
りょう

さんより特別授業が行われました。
　授業では「夢を達成するのにいくらお金が必要なのか？
ローンとクレジットの仕組み、気を付けるべき金融トラブル」
について説明がありました。
　授業を受けた黒

くろ
島
しま

宏
ひろ

斗
と

さんは「将来のためにお金の仕組み
について勉強し、金融トラブルに気を付けていこうと思いま
した」と感想を述べました。
　授業を行った高橋さんは「中学校での授業は初めてで、意識
の高さに驚きました」と話していました。

　8月に日本武道館で行われた全日本少年少女武道なぎなた
錬成大会小学6年生個人試合の部において西原小学校の砂

すな
川
がわ

未
ま

依
い

さんが準優勝と金
きん

城
じょう

源
げん

太
た

さんが３位入賞を果たしました。
　新

にい
島
じま

教育長は「伝統あるなぎなたで優秀な成績を収めて素
晴らしい。今後も全国で優勝を目指して頑張ってほしい」と
激励しました。

　小那覇自治会の泉
いずみ

川
かわ

寛
ひろし

会長により自治会のこれまでの歩み
を集めた写真展が10月16日まで小那覇公民館で開催されて
います。
　泉川会長は「今年は沖縄県復帰50周年の節目の年であり、こ
れまでの地域の活動を多くの人々に見て楽しんで貰いたい」
と話しました。
※写真展は入場無料で平日午後２時～５時に開催されています。
お問い合わせ　小那覇自治会　☎098-946-0748

西原中学校
お金についてお勉強！

西原なぎなたクラブ
全国大会で好成績！

小那覇自治会　地域の思い出
写真展示会

9月13〜14日 8月18日木

9月14日水

　琉球大学の地域について学ぶ「地域プロジェクト実践」の実
習において崎

さき
原
はら

町長より「西原町のまちづくり」についての講
話が西原劇場で行われました。
　崎

さき
原
はら

町長は西地区土地区画整理、MICE建設、幸地インター
チェンジなど西原町の計画する将来像について説明しまし
た。学生達からはMICE建設事業が与える影響についてなど
活発な質問がありました。
　また、9月16日には実習の成果として琉球大学生から「さ
わふじマルシェの活性化」について町内観光地を巡るスタン
プラリーやフォトコンテスト実施などの提案発表が行われま
した。

西原町長　琉球大学生へ
「まちづくり」について講話9月6日火

広報にしはら No.608 R4.10.1 8

※広報誌に掲載する写真については、撮影時のみマスクを外しております。

マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



 【お問い合わせ】　こども課　幼稚園・こども園係　☎098-945-5311

▲詳しくはコチラ

詳しくはホームページをご覧ください

【在園児の皆様へ】
　現在、４歳児で町立幼稚園に通っており、進級を希望する方は、上記の提出物を在籍する幼稚園に10
月28日までに提出してください。保育料や給食費などに滞納がある場合は入園を認めません。事前にこ
ども課へご相談ください。

【西原南幼稚園の4歳児入園を希望される皆様】
　町では、「幼児教育の質の向上」と「幼稚園に対する保護者からの保育ニーズ」へ対応するため、
「西原町立幼稚園の認定こども園移行に関する基本方針」を策定し、その取組みを推進しています。
「西原南幼稚園」は、令和６年度から法人が運営する認定こども園に移行する予定です。
令和５年度に、西原南幼稚園４歳児クラスに入園申込みを検討されている保護者のみなさまは、ご理
解・ご承知のうえ、お申し込みをお願いします。

対 象 児 5歳児　平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
 4歳児　平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ（定員30人）
 ※4歳児で申込みが定員を超える場合には、11月７日（月）18：30から抽選を実施します。

申込期間 令和4年10月11日（火）～令和4年10月28日（金）※郵送の場合は10月28日消印有効

申込方法　郵送（〒903-0220西原町字与那城140-1）または西原町役場こども課窓口
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力お願いします。郵送でのお　
　申込みの方へは、書類が届き次第お電話にてご連絡します。郵送後１週間経っても連絡がな
　い場合は、お手数ですがご一報ください。

提出書類 申込書等の提出書類様式についてはこども課窓口での受取り、又は町HPからダウンロードし
 てください。
 【幼稚園入園のみの場合】
 　　○入園申込書　○教育・保育給付認定申請書兼現況届

※現在町外にお住まいで西原町に転入予定の方は「転入申立書」（原則として3月15日ま
でに転入をお願いします。）

 【預かり保育を併せて希望する場合】
 　　○預かり保育申込書　○施設等利用給付認定（変更）申請書兼現況届　○勤務証明書等　

※保育を必要とする事由（勤労等）に該当する必要があります。また利用定員があります
 【特別支援教育を希望する場合】
 　　○障がい者手帳の写し、特別児童扶養手当受給者証等の写し・診断書等　
 　　○情報提供の同意書　○児童の状況調査票

面接日時　時間はいずれも15時～17時
 【西原幼稚園】　■5歳児　11月11日（金）・14日（月）　■4歳児　11月15日（火）
 【西原東幼稚園】■5歳児　11月16日（水）　■4歳児　11月17日（木）
 【西原南幼稚園】■5歳児　11月14日（月）　■4歳児　11月15日（火）
 　※4歳児で抽選になった場合は当選者のみ面接を行います。
 　※各園には駐車スペースがありません。お車での来園はご遠慮ください。

【対象児童】
西原町に住民票を有する世帯で、生後６ヶ月から小学校就学前までの保育を必要とする児童
保育を必要とする事由：○就労 ○看護・介護 ○疾病・障がい ○妊娠・出産  ○就学 ○求職活動等
※一斉受付期間に限り、転入予定の方の申込みも受け付けます。令和5年３月15日頃までの転入が
　必要です。

【受付期間】令和4年１０月11日（火）から令和4年１0月31日（月）（郵送の場合は10月31日まで消印有効）
受付時間　平日9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
受付場所　こども課窓口（新規・在園児）・各保育所（在園児のみ）
※期限を過ぎてのお申込みは継続児や優先度の高い方でも待機の対象となります。

【受付場所】
○西原町役場　こども課窓口（〒903-0220　西原町字与那城140-1）（新規・在園児）
○各保育所（在園児のみ）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
また、郵送でのお申込の方へは、書類が届き次第お電話にて連絡いたします。郵送後1週間経っても連絡がない場
合はご一報ください。

☆　保育料の滞納は、入所選考に影響します。お申込みの際、こども課窓口でご相談下さい。
☆　申込児童が定員を上回る場合は優先度の高い方から順次入所承諾を行うため、必ず入所できるわけではあり
ません。あらかじめご了承ください。

☆　転園を希望される方は新規扱いとなります。新規申込み用紙にご記入の上、転園希望欄にチェックを入れて
ください。また、転園希望先に空きがない場合は待機となる場合がありますのでご注意ください。

☆　発達支援保育を希望する方は、申込用紙の発達支援保育希望欄にチェックを入れてください。
☆　きょうだい児で入所を希望される場合も、それぞれ申し込みが必要となります。

【書類配布】
　入所案内および申込書類等は9月22日（金）より各保育所（在園児のみ）・こども課窓口・町ＨＰで配布しています。
　※申込みに関する詳細については町ＨＰおよび入所案内をご確認ください。

 【お問い合わせ】　こども課　保育所係　☎098-945-5311

 【お問い合わせ】　こども課　幼稚園・こども園係　☎098-945-5311

▲詳しくはコチラ

令和5年度より坂田幼稚園は、公私連携幼保連携型認定こども園へ移行します。
対象児 ５歳児　平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
 ４歳児　平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ
 ３歳児　平成31年4月2日～令和　2年4月1日生まれ
 ※9月号広報の対象児の年齢に誤りがありました。お詫び申し上げます。

認定区分   認定区分によって利用できる時間が異なります。
　1号認定　教育時間（月～金） 8：15～14：00
　2号認定　保育時間（月～土） 標準時間　7：15～18：15　　　 短時間　　8：15～16：15
　◎2号認定は保育を必要とする幼児が対象となり、保育所の入所選考と同様の基準で選考を行います。また、保育の
　　必要量により、標準時間と短時間の認定に分かれます。
　【保育を必要とする事由】
　　■就労　■看護・介護　■疾病・障がい　■妊娠・出産　■就学　■求職活動　等
　　
受付期間・受付場所・書類配布
　　保育所入所募集と同じです。上記の保育所入所児童募集欄をご確認ください。
　　※現在、坂田幼稚園の4歳児に在園している方で坂田こども園5歳児に進級を希望される方については、坂田幼稚園
　　　で書類配布・受付を行います。

詳しくはホームページをご覧ください

▲詳しくはコチラ

広報にしはら No.608 R4.10.111 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

 【お問い合わせ】　こども課　幼稚園・こども園係　☎098-945-5311

▲詳しくはコチラ

詳しくはホームページをご覧ください

【在園児の皆様へ】
　現在、４歳児で町立幼稚園に通っており、進級を希望する方は、上記の提出物を在籍する幼稚園に10
月28日までに提出してください。保育料や給食費などに滞納がある場合は入園を認めません。事前にこ
ども課へご相談ください。

【西原南幼稚園の4歳児入園を希望される皆様】
　町では、「幼児教育の質の向上」と「幼稚園に対する保護者からの保育ニーズ」へ対応するため、
「西原町立幼稚園の認定こども園移行に関する基本方針」を策定し、その取組みを推進しています。
「西原南幼稚園」は、令和６年度から法人が運営する認定こども園に移行する予定です。
令和５年度に、西原南幼稚園４歳児クラスに入園申込みを検討されている保護者のみなさまは、ご理
解・ご承知のうえ、お申し込みをお願いします。

対 象 児 5歳児　平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
 4歳児　平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ（定員30人）
 ※4歳児で申込みが定員を超える場合には、11月７日（月）18：30から抽選を実施します。

申込期間 令和4年10月11日（火）～令和4年10月28日（金）※郵送の場合は10月28日消印有効

申込方法　郵送（〒903-0220西原町字与那城140-1）または西原町役場こども課窓口
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力お願いします。郵送でのお　
　申込みの方へは、書類が届き次第お電話にてご連絡します。郵送後１週間経っても連絡がな
　い場合は、お手数ですがご一報ください。

提出書類 申込書等の提出書類様式についてはこども課窓口での受取り、又は町HPからダウンロードし
 てください。
 【幼稚園入園のみの場合】
 　　○入園申込書　○教育・保育給付認定申請書兼現況届

※現在町外にお住まいで西原町に転入予定の方は「転入申立書」（原則として3月15日ま
でに転入をお願いします。）

 【預かり保育を併せて希望する場合】
 　　○預かり保育申込書　○施設等利用給付認定（変更）申請書兼現況届　○勤務証明書等　

※保育を必要とする事由（勤労等）に該当する必要があります。また利用定員があります
 【特別支援教育を希望する場合】
 　　○障がい者手帳の写し、特別児童扶養手当受給者証等の写し・診断書等　
 　　○情報提供の同意書　○児童の状況調査票

面接日時　時間はいずれも15時～17時
 【西原幼稚園】　■5歳児　11月11日（金）・14日（月）　■4歳児　11月15日（火）
 【西原東幼稚園】■5歳児　11月16日（水）　■4歳児　11月17日（木）
 【西原南幼稚園】■5歳児　11月14日（月）　■4歳児　11月15日（火）
 　※4歳児で抽選になった場合は当選者のみ面接を行います。
 　※各園には駐車スペースがありません。お車での来園はご遠慮ください。

【対象児童】
西原町に住民票を有する世帯で、生後６ヶ月から小学校就学前までの保育を必要とする児童
保育を必要とする事由：○就労 ○看護・介護 ○疾病・障がい ○妊娠・出産  ○就学 ○求職活動等
※一斉受付期間に限り、転入予定の方の申込みも受け付けます。令和5年３月15日頃までの転入が
　必要です。

【受付期間】令和4年１０月11日（火）から令和4年１0月31日（月）（郵送の場合は10月31日まで消印有効）
受付時間　平日9：00～17：00（12：00～13：00を除く）
受付場所　こども課窓口（新規・在園児）・各保育所（在園児のみ）
※期限を過ぎてのお申込みは存園児や優先度の高い方でも待機の対象となります。

【受付場所】
○西原町役場　こども課窓口（〒903-0220　西原町字与那城140-1）（新規・在園児）
○各保育所（在園児のみ）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
また、郵送でのお申込の方へは、書類が届き次第お電話にて連絡いたします。郵送後1週間経っても連絡がない場
合はご一報ください。

☆　保育料の滞納は、入所選考に影響します。お申込みの際、こども課窓口でご相談下さい。
☆　申込児童が定員を上回る場合は優先度の高い方から順次入所承諾を行うため、必ず入所できるわけではあり
ません。あらかじめご了承ください。

☆　転園を希望される方は新規扱いとなります。新規申込み用紙にご記入の上、転園希望欄にチェックを入れて
ください。また、転園希望先に空きがない場合は待機となる場合がありますのでご注意ください。

☆　発達支援保育を希望する方は、申込用紙の発達支援保育希望欄にチェックを入れてください。
☆　きょうだい児で入所を希望される場合も、それぞれ申し込みが必要となります。

【書類配布】
　入所案内および申込書類等は9月22日（木）より各保育所（在園児のみ）・こども課窓口・町ＨＰで配布しています。
　※申込みに関する詳細については町ＨＰおよび入所案内をご確認ください。

 【お問い合わせ】　こども課　保育所係　☎098-945-5311

 【お問い合わせ】　こども課　幼稚園・こども園係　☎098-945-5311

▲詳しくはコチラ

令和5年度より坂田幼稚園は、公私連携幼保連携型認定こども園へ移行します。
対象児 ５歳児　平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ
 ４歳児　平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ
 ３歳児　平成31年4月2日～令和２年4月1日生まれ
 ※9月号広報の対象児の年齢に誤りがありました。お詫び申し上げます。

認定区分   認定区分によって利用できる時間が異なります。
　1号認定　教育時間（月～金） 8：15～14：00
　2号認定　保育時間（月～土） 標準時間　7：15～18：15　　　 短時間　8：15～16：15
　◎2号認定は保育を必要とする幼児が対象となり、保育所の入所選考と同様の基準で選考を行います。また、保育の
　　必要量により、標準時間と短時間の認定に分かれます。
　【保育を必要とする事由】
　　■就労　■看護・介護　■疾病・障がい　■妊娠・出産　■就学　■求職活動　等
　　
受付期間・受付場所・書類配布
　　保育所入所募集と同じです。上記の保育所入所児童募集欄をご確認ください。
　　※現在、坂田幼稚園の4歳児に在園している方で坂田こども園5歳児に進級を希望される方については、坂田幼稚園
　　　で書類配布・受付を行います。

詳しくはホームページをご覧ください

▲詳しくはコチラ

広報にしはら No.608 R4.10.1 10マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



令和4年8月31日現在	 人口:（男）17,970人	（女）17,702人	（男女計）35,672人	 世帯数:15,466世帯

◆スキルアップ講座

※事前申込（電話）
   が必要です。

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
　お申込の際にご確認ください。

10月24日（月）
14:00～15:30

　
10月5日（水）
11月7日（月）
14:00～16:00

就職セミナー情報 就活に役立つ様々な講座を開催します！
【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

しなやかなこころのためのヒント
★「これからの働き方に迷っている時は、一度
立ち止まって棚卸をしてみませんか？グラフ
にすることで自分が大事にしたい「仕事探し
の軸」も見えてきます。

キャリアチャートで棚卸
★「これからの働き方に迷っている時は、一度
立ち止まって棚卸をしてみませんか？グラフ
にすることで自分が大事にしたい「仕事探し
の軸」も見えてきます。

★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策まで
しっかりサポート！
★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定
までサポートします。

11月28日（月）
14:00～15:30

【申込先・お問い合わせ】
西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

【お問い合わせ】総務課　行政係  ☎098-945-5011

【お問い合わせ】給付金専用ダイヤル  ☎0570-05-4092

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには日本年金機構(年金事務所への)請求書の提出が必要です。

①　新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　お受け取りの対象となる方には、日本年金機構より8月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがきに記入し提出してください。
②　年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

【公益通報とは】
　事業者内部の法令違反について、そこで働く労働者
が、不正の目的でなく、その法律違反について処分等を
行う権限のある行政機関に通報することです。
【通報の要件】
•通報対象事実が生じているなどの通報であること。
　　単なる憶測や伝言等ではなく、通報内容が真実であ
ることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要となり
ます。

•西原町が処分等の権限を有する
　ものであること。など
【通報に必要な情報】
•当該通報者の氏名および住所・電話番号・メールアド
レスなどの連絡先（可能な限り）
•労務提供先の名称、所在地および労務提供先との関係
•通報対象事実の内容、証拠（書類、写真などによる資
料）など

　※詳しくは町HPをご覧ください。

月・水・金にお電話で
申し込みください

年金生活者支援給付金制度をお忘れなく！

対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります

65歳以上
世帯員全員の市町村民税が非課税
前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下

障害基礎年金・遺族基礎年金を
　受給している方

請求手続き

以下の要件を満たしている必要があります
前年の所得額が約472万円以下

外部の労働者等からの公益通報について

■令和4年西原町戦没者追悼式について
　西原町では先の大戦で犠牲になられた方々のご冥福
と恒久平和を願って、令和４年西原町戦没者追悼式を
執り行います。
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
関係者のみで執り行う予定ですので、皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、
中止とさせていただくこともございます。

【日時】　令和４年10月28日（金）午後２時
【場所】　西原の塔（字翁長）    
※天候等で順延の場合は、令和４年11月４日（金）午後

２時より執り行います。
※なお、順延日に荒天の場合は中止とします。(詳細は

町HPをご覧ください)。
問

�

 福祉課　社会福祉係　☎945-4791

■【開催日・会場変更】第23回西原まつりの開催
について

　令和4年10月29日（土）、30日（日）に開催予定
の「第23回西原まつり」は、長引くコロナ禍の影響
により通常どおりのプログラムの構成等が困難な状況
にあることから、これまでより規模を縮小し、日程を
変更して開催することに決定しました。
　縮小した日程・規模になりますが、これまで継承さ
れてきた地域の伝統・文化をつなぎとめ、次回に向け
て各団体や関係者等が再び活性化し、盛り上げるため
の種まきとなるように、第23回西原まつりを開催し
ます。
　なお、今後も引き続き新型コロナウイルスの感染状
況を注視し、まつりにおける規制やルール等を定めて
いきます。また、感染拡大により開催可否について改
めて判断する可能性があります。ご理解・ご協力をよ
ろしくお願いします
開催日　令和4年12月24日（土）※1日開催
会　場　西原町民体育館（西原運動公園内）
問

�

 西原まつり実行委員会（西原町役場企画財政課）
　☎945-4533

■農業者年金について
　「20歳以上60歳未満で国民年金の第１号
被保険者」または「60歳以上65歳未満で国
民年金の任意加入者」で、年間60日以上農業
に従事している方は、だれでも加入できます。詳細は農
業者年金のHPをご覧ください。
問

�

 西原町農業委員会　☎945-5281
	 ＪＡおきなわ西原支店　☎945-5225

■会員募集！！西原町シルバー人材センター
【対象者】西原町内に居住する健康で働く意欲のある
60歳以上の方

【入会説明会】毎月第4金曜日
（その日が祝日の場合は、前の日に実施）
14時～（西原町シルバー人材センター事務局にて）

【仕事内容】大工・左官・溶接・運転手など技能分野種、除
草・屋内外清掃・施設管理等の作業、女性を中心にした
家事援助作業など
※特に、大工、左官などの経験者の入会をお待ちしてい

ます。
【講習会】草刈講習会等の講習会も実施しております。
詳細は、下記にお問い合わせください。
問

�

 （公社）西原町シルバー人材センター  ☎944-1699

■令和4年度犬・猫避妊・去勢手術の費用助成
について

　飼育される見込みのない子犬や子猫を増やさないた
めに、動物愛護思想の普及啓発事業の一環として、飼い
犬と飼い猫の避妊・去勢のための手術費用の一部を助
成する事業が実施されます。
詳しくは下記に問い合わせください。
問

�

 （公社）沖縄県獣医師会　☎853-8001

■行政書士無料相談会開催
【日時】10月21日（金）　10時～ 12時・13時～ 16時
【場所】西原町役場　3階　会議室⑥
【相談事項】相続相談、遺産分割協議書、遺言書作成、法
人設立書類作成、建設業許可など、その他お困りごとが
あればお気軽にご相談ください。
問

�

 沖縄県行政書士会　浦添支部　
☎090-9788-3835

広報にしはら�No.608 R4.10.113
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「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

◆スキルアップ講座

※事前申込（電話）
   が必要です。

◆就職セミナー

就職セミナー 個別相談

※全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。
　お申込の際にご確認ください。

10月24日（月）
14:00～15:30

　
10月5日（水）
11月7日（月）
14:00～16:00

就職セミナー情報 就活に役立つ様々な講座を開催します！
【対象】西原町民 【定員】各講座 10名まで【場所】西原町役場内 会議室

しなやかなこころのためのヒント
★「これからの働き方に迷っている時は、一度
立ち止まって棚卸をしてみませんか？グラフ
にすることで自分が大事にしたい「仕事探し
の軸」も見えてきます。

キャリアチャートで棚卸
★「これからの働き方に迷っている時は、一度
立ち止まって棚卸をしてみませんか？グラフ
にすることで自分が大事にしたい「仕事探し
の軸」も見えてきます。

★就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策まで
しっかりサポート！
★個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定
までサポートします。

11月28日（月）
14:00～15:30

【申込先・お問い合わせ】
西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）☎098-945-4540

【お問い合わせ】総務課　行政係  ☎098-945-5011

【お問い合わせ】給付金専用ダイヤル  ☎0570-05-4092

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには日本年金機構(年金事務所への)請求書の提出が必要です。

①　新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　お受け取りの対象となる方には、日本年金機構より8月下旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付します。
同封のはがきに記入し提出してください。
②　年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

【公益通報とは】
　事業者内部の法令違反について、そこで働く労働者
が、不正の目的でなく、その法律違反について処分等を
行う権限のある行政機関に通報することです。
【通報の要件】
•通報対象事実が生じているなどの通報であること。
　　単なる憶測や伝言等ではなく、通報内容が真実であ
ることを裏付ける証拠など、相当の根拠が必要となり
ます。

•西原町が処分等の権限を有する
　ものであること。など
【通報に必要な情報】
•当該通報者の氏名および住所・電話番号・メールアド
レスなどの連絡先（可能な限り）
•労務提供先の名称、所在地および労務提供先との関係
•通報対象事実の内容、証拠（書類、写真などによる資
料）など

　※詳しくは町HPをご覧ください。

月・水・金にお電話で
申し込みください

年金生活者支援給付金制度をお忘れなく！

対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります

65歳以上
世帯員全員の市町村民税が非課税
前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下

障害基礎年金・遺族基礎年金を
　受給している方

請求手続き

以下の要件を満たしている必要があります
前年の所得額が約472万円以下

外部の労働者等からの公益通報について

司法書士法人
きゃん事務所

広報にしはら No.608 R4.10.1 12マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



３回講座やちむん体験講座
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生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここでチェック！生涯学習だより

町民体育館　☎098-945-8095

定　員：15名　※3回参加できる方のみ受付となります。
材料費：（1名） 2,000円  
持ち物：汚れてもよい服装、エプロン、飲み物
申し込み期間：令和4年10月3日（月）～17日（月）
                    (平日12時～13時除く8時30分～17時15分まで受付 ※祝祭日除く）
申し込み方法：材料費（2,000円）をお持ちいただき中央公民館窓口までお越しく

ださい。
お問合わせ先：西原町教育委員会生涯学習課 (中央公民館)  
TEL：098‒945‒3657
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止になる場合があります。ご了承
ください。

　例年10月に開催していました新体力
テストですが、コロナウイルスの感染
拡大の終息が見えないことから今年度
の開催は中止とさせていただくことに
なりました。
　楽しみにされていた方々には大変申
し訳ございませんがご理
解ご了承のほどよろしく
お願いいたします。 

　西原町内の金丸ゆかりの場所を中心に内間御殿から
首里城までバスと徒歩で巡ります。
日　　時：11月3日（木）9：00～13：00（受付8：15）
集合場所：西原町役場西側玄関前
定　　員：20名（申込必須・先着順）参加無料
申込方法：電話申込のみ　※平日　9：00～17：00（祝日・昼休憩時間除く）
申込締切：10月26日（水）　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ず申込をお願いします。申込
の際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※当日は体調の確認をさせていただきます。また、マスク着用でお願いし
ます。

「やったね！大スクープ！！」
「こちら『ランドリー新聞』編集部」
「エンピツ1本、事件を追え！」
        

「月曜日の抹茶カフェ」
「出張料理・おりおり堂」
「鹿男あをによし」

★資料展　秋の読書月間 10/21（金）～ 11/16（水）
                      ★10月の休館日：３日（月）、10日（月）、11日（火）、17日（月）、20日（木）、24日（月）、31日（月）
     
                      

【地域】 【児童】「宗棍」
「沖縄空手への旅」
「空手の不思議」        

【一般】

★ 10 月のおすすめ本

※休館日等が変更になることがあります。

開催日： 〈1回目〉令和4年11月12日（土）座学・ミニシーサー作り
 〈2回目〉令和4年11月19日（土）カップ作り
 〈3回目〉令和4年12月10日（土）釉薬（ゆうやく）ぬり
　　　　　・作品受取は、12月末公民館事務所窓口にて予定
時　間：午前10時～午後12時（集合時間９時→解散13時）
場　所：おきなわ工芸の杜（豊見城市）
　　　　※中央公民館集合→おきなわ工芸の杜 →中央公民館解散（バスで移動）
講　師：真栄城 悟(まえしろさとる） 氏（やちむん月魚窯（まんぼうがま））  

世界に一つだけの作品♪
作ってみませんか。

写真はイメージです。

おきなわ工芸の杜で
やちむん体験
できます(^O^)

【お問い合わせ】 西原町教育委員会文化課文化財係　☎098-944-4998

3年ぶりの開催！！

～内間御殿から首里城まで～

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談
障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談
法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）
司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　島袋和徳、 呉屋勝司、 上原尚善、 安田純子 
　　　　　　　　　
 　慶田元順子、 祖慶聖子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ うえはらひさよし やす だじゅんこ

  け  だ もとじゅんこ   そ  けいせい こ

令和4年度乳幼児健診について
　詳しい日程および対象につい
ては、西原町のHPをご確認く
ださい。

10月25日（月）10月31日（月）

10月17日（月）10月31日（月）

10月31日（月）

10月11日（火）

10月11日（火）

町県民税（３期分）

国民健康保険税（４期分）

介護保険料（４期分）

学校給食費（９月分）

保育所保育料（10月分）

種  目 納期限 口座振替日

【お問い合わせ】こども課　母子保健係
☎098-945-5311

納め忘れにご注意

後期高齢者医療保険料
（3期分）

町民の皆様へのアンケート調査について

　西原町では、町民のみなさまの暮らしや、結婚・出産・子育て、
就職に関することをお聞きするアンケートを、10 月から実施する
予定です。アンケートによりみなさまから頂いたご意見を、人口減
少対策や西原町に住み続けたいと思えるまちづくりを計画する「西
原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」へ反映させたいと考えてお
ります。町民のみなさまのご協力をお願いします。

（調査方法）

●年代ごとに無作為抽出を行い、郵送にてアンケート用紙を送付い
たします。ＷＥＢ回答もできますので、同封の案内をご覧くださ
い。
●町ホームページからもアンケートページへアクセスできますので
ご活用ください。▲詳しくはこちら

広報にしはら No.608 R4.10.115 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！

３回講座やちむん体験講座

令和4年10月1日
318

生涯学習のマスコット
「 マナビィ 」

児童館情報は
ここでチェック！生涯学習だより

町民体育館　☎098-945-8095

定　員：15名　※3回参加できる方のみ受付となります。
材料費：（1名） 2,000円  
持ち物：汚れてもよい服装、エプロン、飲み物
申し込み期間：令和4年10月3日（月）～17日（月）
                    (平日12時～13時除く8時30分～17時15分まで受付 ※祝祭日除く）
申し込み方法：材料費（2,000円）をお持ちいただき中央公民館窓口までお越しく

ださい。
お問合わせ先：西原町教育委員会生涯学習課 (中央公民館)  
TEL：098‒945‒3657
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止になる場合があります。ご了承
ください。

　例年10月に開催していました新体力
テストですが、コロナウイルスの感染
拡大の終息が見えないことから今年度
の開催は中止とさせていただくことに
なりました。
　楽しみにされていた方々には大変申
し訳ございませんがご理
解ご了承のほどよろしく
お願いいたします。 

　西原町内の金丸ゆかりの場所を中心に内間御殿から
首里城までバスと徒歩で巡ります。
日　　時：11月3日（木）9：00～13：00（受付8：15）
集合場所：西原町役場西側玄関前
定　　員：20名（申込必須・先着順）参加無料
申込方法：電話申込のみ　※平日　9：00～17：00（祝日・昼休憩時間除く）
申込締切：10月26日（水）　
※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ず申込をお願いします。申込
の際には、氏名・住所・連絡先をお伝えください。
※当日は体調の確認をさせていただきます。また、マスク着用でお願いし
ます。

「やったね！大スクープ！！」
「こちら『ランドリー新聞』編集部」
「エンピツ1本、事件を追え！」
        

「月曜日の抹茶カフェ」
「出張料理・おりおり堂」
「鹿男あをによし」

★資料展　秋の読書月間 10/21（金）～ 11/16（水）
                      ★10月の休館日：３日（月）、10日（月）、11日（火）、17日（月）、20日（木）、24日（月）、31日（月）
     
                      

【地域】 【児童】「宗棍」
「沖縄空手への旅」
「空手の不思議」        

【一般】

★ 10 月のおすすめ本

※休館日等が変更になることがあります。

開催日： 〈1回目〉令和4年11月12日（土）座学・ミニシーサー作り
 〈2回目〉令和4年11月19日（土）カップ作り
 〈3回目〉令和4年12月10日（土）釉薬（ゆうやく）ぬり
　　　　　・作品受取は、12月末公民館事務所窓口にて予定
時　間：午前10時～午後12時（集合時間９時→解散13時）
場　所：おきなわ工芸の杜（豊見城市）
　　　　※中央公民館集合→おきなわ工芸の杜 →中央公民館解散（バスで移動）
講　師：真栄城 悟(まえしろさとる） 氏（やちむん月魚窯（まんぼうがま））  

世界に一つだけの作品♪
作ってみませんか。

写真はイメージです。

おきなわ工芸の杜で
やちむん体験
できます(^O^)

【お問い合わせ】 西原町教育委員会文化課文化財係　☎098-944-4998

3年ぶりの開催！！

～内間御殿から首里城まで～

～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～

日常生活のあらゆる相談に乗ります。
※電話相談にも応じています。また、17
時以降は留守番電話で受け付けます。

※予約優先　時間／10時～16時（12時～13時を除く）
　　　　　　　　　　

福祉相談･･･生活のための手段や生活費に関する相談、
ひとり親家庭の悩み相談
障害福祉なんでも相談･･･障害のある方や、発達が気に
なる方、その家族などが抱える悩み・困りごとに関する
相談
法律相談･･･人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関
する相談（相談時間：13時～16時）
司法書士相談・・・不動産相続や贈与、借金問題、遺言や
公正証書等の相談（相談時間：13時～16時）　　　  

消費生活・家庭相談･･･訪問販売、契約のトラブル、親
子・夫婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談
　

問 合 せ　西原町社会福祉協議会
事前予約　☎945-3651　 FAX946-6777

総 合 相 談

不登校の児童・生徒や保護者への支援
や助言を行います。

相談日時　月～金曜　9時～16時（12時～13時を除く）
問 合 せ　教育相談室（西原町中央公民館内）　☎944-3603

教 育 相 談

国などの行政機関に対する苦情や要望
に関する相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　あらかきとものり
相 談 員　新垣朝憲
問 合 せ　行政苦情110番　☎ 0570-090-110
 総務部総務課　☎945-5011

行 政 相 談

就職に関するお悩みをひとりひとりに
あったかたちでサポートし、お悩みを
解決します。

相談日時　随時
問 合 せ　西原町雇用サポートセンター（産業観光課内） ☎945-4540

雇 用 相 談

高齢者やそのご家族などからの介護や
保健、福祉に関する相談に応じます。 

相談日時　随時　※事前にお電話でご予約をお願いします。
問 合 せ　西原町地域包括支援センター　☎882-0117

高齢者の方の
相 談 全 般

いじめ、DVなど人権に関わることの
相談に応じます。

相談日時　個別に調整となります
　　　　　　　　　  
相 談 員　島袋和徳、 呉屋勝司、 上原尚善、 安田純子 
　　　　　　　　　
 　慶田元順子、 祖慶聖子
問 合 せ　総務部総務課　☎945-5011

人 権 相 談

町内相談機関

月

火

水

木

金

しまぶくろかずのり ご   や  かつ じ うえはらひさよし やす だじゅんこ

  け  だ もとじゅんこ   そ  けいせい こ

令和4年度乳幼児健診について
　詳しい日程および対象につい
ては、西原町のHPをご確認く
ださい。

10月25日（火）10月31日（月）

10月17日（月）10月31日（月）

10月31日（月）

10月11日（火）

10月11日（火）

町県民税（３期分）

国民健康保険税（４期分）

介護保険料（４期分）

学校給食費（９月分）

保育所保育料（10月分）

種  目 納期限 口座振替日

【お問い合わせ】こども課　母子保健係
☎098-945-5311

納め忘れにご注意

後期高齢者医療保険料
（4期分）

町民の皆様へのアンケート調査について

　西原町では、町民のみなさまの暮らしや、結婚・出産・子育て、
就職に関することをお聞きするアンケートを、10 月から実施する
予定です。アンケートによりみなさまから頂いたご意見を、人口減
少対策や西原町に住み続けたいと思えるまちづくりを計画する「西
原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」へ反映させたいと考えてお
ります。町民のみなさまのご協力をお願いします。

（調査方法）

●年代ごとに無作為抽出を行い、郵送にてアンケート用紙を送付い
たします。ＷＥＢ回答もできますので、同封の案内をご覧くださ
い。
●町ホームページからもアンケートページへアクセスできますので
ご活用ください。▲詳しくはこちら

広報にしはら No.608 R4.10.1 14マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！



マイナポイントの期限は来年２月まで！

【お問い合わせ】　町民課  住民年金係　☎098-945-5012
【令和４年７月31日時点】　申請件数：13,534件　　人　　口：35,718人

　お好きなキャッシュレス決済サービスで利用できる「マイナポイント
最大２万円分」をもらうためには、来年２月末までの手続きが必要です。 
　（ポイントの付与方法・付与時期は、決済サービス毎で異なります）
　カードは申請済みだけど、受け取りに平日・日中のご来庁が難しい方
は、休日・夜間交付窓口（事前予約制）をご利用ください。 
　◎　休日交付窓口　⇒　10／  2  （日）  ９：00～ 13：00 
　◎　夜間交付窓口　⇒　10／ 11（火）17：30～ 19：30 
　　　　　　　　　　　　10／ 13（木）17：30～ 19：30 

　西原町では、乳幼児健診やベビースクールなどの母子保健事業の際のお手伝い等を行ってい
る母子保健推進員を募集します。子育てについて関心のある町民の方、西原町の子ども達のため
に活動してみませんか？現在19名の推進員さんが活躍しています。
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安仁屋 光葉さん

＜母子保健推進員の主な活動内容＞

募集人数：数名程度　
応募資格：子育て中もしくは子育て経験者の方（性別は問いません）
応募方法：応募用紙（こども課にて配布・西原町ホームページにてダウンロード）に
　　　　　記入の上、こども課に提出してください（郵送可）
応募多数の場合は書類選考とします。
応募締切：令和４年11月11日（金）
決定通知：本人に通知いたします

【お問い合わせ】都市整備課　都市計画係  ☎098-945-4496

那覇広域都市計画の変更について
（住民説明会及び原案縦覧・公聴会開催のお知らせ）

※新型コロナウィルスの感染状況によっては、住民説明
会・公聴会が中止となる場合があります。　
　中止となる場合は、ＨＰにてお知らせ致します。

日時：令和4年10月20日（木）
　　　19：00～20：00
場所：さわふじ未来ホール（西原町役場）　

日時：令和4年11月11日（金）19：00～20：00
場所：西原町町民交流センター中ホール
　　 （西原町役場1階）　

期間：令和4年10月24日（月）から令和4年11月7日（月）
　　　午前9時から午後5時まで
　　　※土日祝日と正午から午後1時までを除く
場所：西原町役場　建設部　都市整備課

①用途地域の変更（浦添西原線沿道区域　坂田、那覇北中城線沿道区域　坂田・幸地）
②準防火地域の変更（坂田地区）

祝！！全国制覇
ビーチバレーボール

源河 朝陽さん

げんか あさ  ひ あ   に   や こうよう

　9月13日に第77回国民体育大会「いち
ご一会とちぎ国体」ビーチバレーボール
少年男子の部において、西原高等学校の
　源河朝陽さん・安仁屋光葉さんペアが
日本一に輝きました。
　3年前に行われた茨城国体に続き、西原
高等学校の選手が県勢として２連覇を成
し遂げました。おめでとうございます!!


